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商店会活性出店支援金の継続について 

 

 令和２年度に創設した商店会活性出店支援金について、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大の影響により、今後も引き続き空き店舗や空き事務所の発生が続く状況と

想定されるため、商店会活性出店支援金を継続します。 

 

      

■目 的 

空き店舗の長期化を防ぎ、商店会の活性化に寄与する事業者を応援することを目

的として、本事業を実施します。 

 

■内 容 

・市内の空き店舗（空き事務所）に出店し、一定の要件を満たした事業者に最大 60

万円を支給します。 

・出店時（事業開始時）に 30 万円、出店後（事業開始後）６カ月経過時に 30 万円

を支給します。 

 

■実績（令和２年度） 

  申請件数※：127 件  支給件数：118 件 

  ※内訳：８月…０件、９月…３件、10 月…９件、11 月…６件、12 月…９件、 

      １月…24 件、２月…15 件、３月…61 件 計 127 件 

■対象 

対象期間に市内の空き店舗や空き事務所に出店（事業開始）し商店会または商工会

議所に加入する中小企業者等（令和２年度と同様の要件） 

 

■対象期間 

令和３年４月１日（木）から令和４年３月 31 日（木）まで 

 

■申請期間 

  ①令和３年７月１日（木）から令和４年３月 31 日（木）まで【事業開始時】 

 ②事業開始後６か月経過時から令和４年 10 月３日（月）まで【６か月経過時】 

 

■申請方法 

  受付は原則、郵送（締切日の消印有効） 

 

■問い合わせ 

市民部産業振興課   ０４２２－６０－１８３２ 

補正額 ９４７０万円
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